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◎ 駒ヶ岳火山観測情報 ◎

令和７年８月に観測された駒ヶ岳の状況についてお知らせします。

○全　　般　火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。噴火予報（噴火警戒
レベル１、活火山であることに留意）に変更はありません。

○噴煙活動　山頂に設置した監視カメラでは、昭和４年火口でごく弱い噴気を観測しました。山麓
に設置した監視カメラでは、今期間、噴気は観測されていません。引き続き、噴気活
動は低調な状態です。

○地震活動　火山性地震は少なく、地震活動は低調な状態です。火山性地震は、山頂火口原浅部で
発生したものです。火山性微動は、観測されていません。

○地殻変動　GNSS連続観測では、2024年１月以降、特段の変化は認められていません。長期的に
は、山頂火口原を挟む基線で断続的に伸長傾向が続いています。

　　　　　　（GNSS観測：GPS含む衛星測位システムの総称）

①詳細は札幌管区気象台ホームページでも閲覧することができます。
　https://www.jma-net.go.jp/sapporo/
②気象庁ホームページに駒ヶ岳の火山観測データが掲載されています。火山活動状況などの把握にご利用
ください。http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/open-data.php?id=113

鹿部からユニコーンを

　学び場をスタートして、あっという間に半年が
経ちました。鹿部の子どもたちの未来に本当に役
立つ学びとは何か－。日々試行錯誤しながら、そ
の理想のかたちを追い求めています。
　学び場ではどんなことを大切にし、どのような
学習サポートを行っているのかを少しご紹介でき
ればと思います。
　この学び場では、自学自習を基本とし、学びを
通して「主体性」や「失敗や間違いから学ぶ姿勢」、
そして「共に学び合い、共に成長していく姿勢」
を育むことを大切にしています。
　今年度は、30名の子どもたちが集まってくれま
した。
　子どもたち一人ひとりの個性や潜在能力を引き
出すこと、それぞれが自分の課題に向き合いなが
ら、自分のペースで学びを進めることを目指して
います。そして今後は、より一層個別学習の最適
化を目指して、ＡＩを活用した学習支援も検討し
ているところです。私自身もＡＩについて学んで
いこうと考えております。
　小学生の英語と新しく開講した英会話クラスは、
ＡＬＴンプミ先生にご担当いただいております。
明るく楽しい雰囲気のなかで、自然と英語に親し

める素敵なクラスをつくってくださっており、こ
の場を借りて心より感謝申し上げます。
　中学生の学びの場では、年齢の垣根を越えて教
え合ったり、助け合ったりする姿も見られます。
また、「夢」や「失敗談」などについて語り合うこ
とで、互いに刺激を受け合えるような時間も設け
ています。
　子どもたちが知識を活用して自分の頭でしっか
りと考え、課題を解決する力、他者と協力しなが
らあきらめずにやり抜く力などの「見えない力」
（＝非認知能力）も身につけてほしいと考えており
ます。
　子どもたちの「やってみたい」という気持ちを
大切にし、子どもたちの成長を止めないよう、こ
れからもさまざまな新しい取り組みにチャレンジ
していこうと思っております。
　目指しているのは、学びの習慣化、日常生活の
中で少しずつ学ぶ習慣が自然に根づくことです。
　私の願いは、ここ鹿部の「学び場」の子どもた
ちから、未来のスタートアップが生まれることで
す。私自身、日々子どもたちからたくさんのエネ
ルギーをもらい、夢を描きながら、楽しく充実し
た時間を過ごしています。
　今後とも皆さまのあたたかい応援を、どうぞよ
ろしくお願いいたします。 

　近年、地域交通を支えるバス事業者等は、運転
手の高齢化や人材不足が深刻化しており、地域住
民や観光客にとって必要な路線の維持が困難と
なっています。
　道南地域公共交通活性化協議会と函館地区バス
協会は、バス運転手の業務に興味・関心のある方
や就職・転職を検討されている方を対象に、就職
相談会を開催します。
　バス会社８社が個別ブースを設け、採用条件や
育成制度など各種相談を受け付けます。未経験の
方や大型二種免許未取得の方もお気軽にご相談く
ださい。

○日時
　10月26日(日)午前８時30分～午後４時30分
○場所
　渡島総合振興局３階講堂
○予約方法
　10月22日(水)までに渡島総合振興局
ホームページの参加申し込みフォーム
(右記二次元コード)か電話でお申し込
みください。

※お問い合わせ先
　渡島総合振興局地域政策課
　電話０１３８－４７－９４３１

　北海道内のすべての事業場で働くすべての労働
者(会社員、パート、アルバイトの方、学生など
働くすべての人)およびその使用者に適用される
北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

○最低賃金額
　時間額 1, 075円
○効力発生年月日
　10月４日(土)

※お問い合わせ先
　北海道労働局労働基準部賃金室最低賃金係
　電話０１１－７０９－２３１１

　北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代
においても享受できるよう、全国に先がけて「北
海道水資源の保全に関する条例」を制定していま
す。条例に基づき指定された水資源保全地域で土
地取引を行う場合は、契約締結の３か月前までに、
その土地を所管する総合振興局・振興局などに届
け出が必要です。
　詳細は右記二次元コードからご確認
ください。

※お申し込み、お問い合わせ先
　北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保
　全係
　電話０１１－２０４－５１７８

　不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的で、軽
油に灯油や重油を混ぜたり、軽油以外の石油製品
を混ぜ合わせて作ったりすることをいいます。
不正軽油かも？と感じたら次の連絡先までご相談
ください。

※お問い合わせ先
　渡島総合振興局課税課
　電話０１３８－４７－９４４５

水資源保全内の土地取引行為には
事前届け出が必要です

北海道最低賃金が改定されました

バス運転手合同就職相談会の
お知らせ

犯罪です！ＳＴＯＰ不正軽油


